
年　　　度 平成20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2 3 4 5

製造場数 0 0 6 7 8 7 10 14 17 24 45 49 56 67 74 90

製造者数 0 0 6 7 8 7 10 14 17 24 45 49 56 67 74 90

認定計画数 13 16 20 26 30 34 39 44 52 63 68 72 82 84 97 99

       みなし適用される場合を含む。）により果実酒の製造免許を取得した製造場（者）を掲げた。

　　　３　認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数（総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。）である。

年　　　度 平成20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2 3 4 5

製造場数 0 8 14 17 18 25 26 28 27 26 28 30 35 36 37 41

製造者数 0 8 14 17 18 25 26 28 27 26 28 30 35 36 37 41

認定計画数 11 19 24 32 38 40 45 51 58 68 72 73 81 82 88 88

　　　　みなし適用される場合を含む。）によりリキュールの製造免許を取得した製造場（者）を掲げた。

　　　３　認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数（総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。）である。

付表６　単式蒸留焼酎製造免許場（者）数の推移　（特産酒類（単式蒸留焼酎））

年　　　度 平成29 30 令和元 2 3 4 5

製造場数 0 1 1 1 4 4 5

製造者数 0 1 1 1 4 4 5

認定計画数 3 3 3 4 5 6 6

　　　　みなし適用される場合を含む。）により単式蒸留焼酎の製造免許を取得した製造場（者）を掲げた。

　　　３　認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数（総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。）である。

　　　２　構造改革特別区域法（平成14年法律第189号）に規定する酒税法の特例（総合特別区域法（平成23年法律第81号）及び国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）により

        　※　構造改革特別区域法第26条（酒税法の特例）に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造するリキュールの製造免許に係る最低製造数量基準は１ｋℓに緩和された。

（注）１　製造免許場（者）数及び認定計画数は、各年度末（３月31日）現在のものである。

        　※　構造改革特別区域法第26条（酒税法の特例）に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造する単式蒸留焼酎の製造免許に係る最低製造数量基準は適用しないこととされた。

　　　２　構造改革特別区域法（平成14年法律第189号）に規定する酒税法の特例（総合特別区域法（平成23年法律第81号）及び国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）により

付表４　果実酒製造免許場（者）数の推移　（特産酒類（果実酒））

（注）１　製造免許場（者）数及び認定計画数は、各年度末（３月31日）現在のものである。

（注）１　製造免許場（者）数及び認定計画数は、各年度末（３月31日）現在のものである。

        　※　構造改革特別区域法第26条（酒税法の特例）に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造する果実酒の製造免許に係る最低製造数量基準は２ｋℓに緩和された。

　　　２　構造改革特別区域法（平成14年法律第189号）に規定する酒税法の特例（総合特別区域法（平成23年法律第81号）及び国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）により

付表５　リキュール製造免許場（者）数の推移　（特産酒類（リキュール））

（14 酒類等製造免許場数の推移）


